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県立高等学校の中期再編整備計画（第１期）（以下「計画」という。）に基づき、

次のとおり、川越工業高校定時制課程に新たに普通科を設置する。

１ 県教育委員会の基本姿勢

川越工業高校定時制課程の学科再編については、教育局及び対象校の教職員によ

り構成する学科再編検討委員会において検討してきた。

県教育委員会は、学科再編検討委員会での意見や、県立高校に対する県民の皆様

の厳しいご意見を受け止め、次のとおり、川越工業高校定時制課程の学科再編に取

り組む。

、 、(1) 川越工業高校定時制課程の学科再編は 県立高校の再編整備事業の一環であり

県立高校の活性化・特色化を図る教育行政上の重要施策である。

、 、(2) 校長は 普通科設置後の定時制課程が組織としての機能を十分に発揮するよう

主導的に学校の管理・運営に取り組む。

２ 学科再編の基本的枠組み

(1) 学科の設置等

川越工業高校定時制課程に、現在設置されている工業技術科に加え、新たに普

通科を設置する。普通科は単位制とする。

(2) 学科規模

工業技術科 電気類型各年次４０人、機械類型各年次４０人、合計３２０人

の規模とする。

普通科 各年次４０人、合計１６０人の規模とする。

(3) 予定年度

平成２０年度とする。

３ 施設・設備の整備等

川越工業高校の施設・設備の有効活用を基本に、必要な改修や整備に努める。整

備期間は平成１８年度から２１年度を目途とする。

４ 対象校における教育活動

対象校においては、学科再編後においても、在校生に教育上の支障や不利益が生

じることがないよう配慮する。

５ 教育環境の整備

、 。川越工業高校の学科再編を積極的に推進する見地から 教育環境の整備に努める

教職員等の人事や定数、教育課程の編成、単位の認定などについては、現行制度に

、 、 、照らしつつ 学科再編に伴う活性化・特色化を進める方向で前向きに検討し また
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施設・設備の整備については、必要な予算の確保に努める。
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設置要綱新校基本計画検討委員会等

（設置）

第１条 「県立高等学校の中期再編整備計画（第１期 」に基づき、新たに設置される）

高校等の基本計画を検討するため、新校基本計画検討委員会及び学科再編検討委員会

（以下「検討委員会」という ）を別表のとおり設置する。。

（構成）

第２条 検討委員会の構成員（以下「委員」という ）は、本局の職員及び再編整備対。

象校の教職員の中から、教育長が任命する。

２ 検討委員会に委員長及び副委員長を置く。委員長は、管理部副参事兼高校改革推進

室長付副室長をもって充て、副委員長は、新校基本計画検討委員会にあっては再編整

備対象校の教頭を、学科再編検討委員会にあっては再編整備対象校の校長をもって充

てる。

３ 委員長は、検討委員会を代表し、会務を統括する。

（運営)

第３条 委員長は、検討委員会の会議を招集し、主宰する。

２ 委員長は、必要に応じて、関係者の出席を求め、意見を聴くことができる。

３ 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故あるときは、その職務を代理する。

（会議の公開）

第４条 検討委員会の会議は、原則として公開する。ただし、出席した委員の３分の２

以上の多数で議決したときは、非公開とすることができる。

（設置期間）

第５条 検討委員会の設置期間は、委員会が設置された日から平成１８年３月３１日ま

でとする。

（庶務）

第６条 検討委員会の庶務は、管理部高校改革推進室長において処理する。

（その他）

第７条 この要綱に定めるもののほか、検討委員会の運営について必要な事項は委員長

が別に定める。

附 則

この要綱は、平成１７年５月１０日から施行する。

資料１
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別表

新校基本計画検討委員会及び学科再編検討委員会

再 編 整 備 対 象 校

不動岡新校基本計画検討委員会 不動岡誠和高校、騎西高校

狭山新校基本計画検討委員会 狭山高校( ･ )、川越高校( )、豊岡高校( )全 定 定 定

川越工業高校（定）学科再編検討 川越工業高校( )定

委員会

鶴ヶ島新校基本計画検討委員会 鶴ヶ島高校、毛呂山高校

新座新校基本計画検討委員会 新座北高校、所沢東高校

上尾新校基本計画検討委員会 上尾沼南高校、上尾東高校

寄居新校基本計画検討委員会 寄居高校、川本高校
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川越工業高校（定）学科再編検討委員会名簿

委員長 松田 敏男 高校改革推進室副室長

副委員長 福田 直 川越工業高校長

委員 飯野 弘司 川越工業高校（定）教頭

委員 藤野 哲 川越工業高校（定）教諭（教務主任）

委員 小岩井増夫 川越工業高校（定）教諭（生徒指導主任）

委員 中里 芳子 川越工業高校事務部長

委員 勝村 直久 財務課（予算総括担当）

委員 吉田 文之 財務課（学校施設担当）

委員 大竹 実 県立学校課管理主事（人事担当）

委員 齋藤 健二 県立学校課主査（学事担当）

委員 吉野 浩一 高校教育指導課指導主事（教育指導担当）

委員 辻村 昌之 高校改革推進室長付主幹

委員 槙 拓治 高校改革推進室長付主任管理主事

委員 山本 健敬 高校改革推進室長付管理主事
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基本計画検討委員会開催状況川越工業（定）

第１回

日 時 平成１７年６月１５日（水） １５：００～１５：４８

場 所 川越工業高校

議 題 （１）学科再編検討委員会設置の経緯について

（２）学科再編について

第２回

日 時 平成１７年１０月１３日（木）１５：００～１５：５４

場 所 川越工業高校

議 題 （１）学科再編検討委員会第１回の概要について

（２）学科再編について

資料２


